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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業大

臣が制定した日本産業規格である。これによって，JIS Z 0664:2015，JIS Z 0665:2017，JIS Z 0666:2017 及

び JIS Z 0667:2017 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 X 0560：2025 
 (ISO/IEC 17360：2023) 

自動認識及びデータ取得技術－ 
RFID のサプライチェーンへの適用－ 

製品タグ付け，製品包装，輸送単位，リターナブル 
輸送器材及びリターナブル包装器材 

Automatic identification and data capture techniques-Supply chain 
applications of RFID-Product tagging, product packaging, transport units, 

returnable transport units and returnable packaging items 
 

序文 

この規格は，2023 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 17360 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格によって置き換えられた JIS Z 0664:2015，JIS Z 0665:2017，JIS Z 0666:2017 及び JIS Z 0667:2017
と比較した，この規格での主な変更点は，次のとおりである。 

－ JIS Z 0664:2015，JIS Z 0665:2017，JIS Z 0666:2017 及び JIS Z 0667:2017 を一つの規格へ統合 

－ UTF-8 を使用した 8 ビット符号化を追加 

－ UII のバイナリー符号化を追加 

－ 古いプロセス及び情報を更新 

サプライチェーンは，原材料から最終製品に至るまでのあらゆる側面を対象とする多階層から成る概念

であり，最終販売場所への出荷，使用，保守，場合によっては廃棄などを含んでいる。これらの階層は，

それぞれ，製品を扱う多くの側面をカバーしており，各階層の業務プロセスは，独自のものであると同時

に，他の階層と重複している。 

この規格では，“製品”，“製品包装”，“輸送単位”，“リターナブル輸送器材（RTI）”及び“リターナブル

包装器材（RPI）”を，全て“アイテム”という。 

この規格では，16 進数を“0xnn”と表記する。“0x”は，それに続く数値が 16 進数であることを示し，

“nn”は，16 進数の値である。16 進数では，2 桁（8 ビット，1 バイト）ごとにまとめ，間に半角スペー

スを入れて表記する（例えば，0x32 35 42，0x55 4E）。 

この規格では，2 進数を“nnnn2”と表記する。数値の末尾に下付き文字の“2”を付けることで 2 進数で

あることを示し，“nnnn”は，2 進数の値である。2 進数では，4 桁（4 ビット，1/2 バイト）ごとにまとめ，

間に半角スペースを入れて表記する（例えば，0011 0010 0011 0101 0100 00102，0101 0101 0100 11102）。 


